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取引先との運賃交渉・経営改善支援事業のご案内 
 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
  平素は、当協会の事業に格別のご理解ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 
  さて、トラック運送業界では、2024 年問題や労働力不足などの課題解決には、荷

主企業に対し、運賃の見直しや労働時間短縮について積極的な交渉を行うことが重要
であります。特に、健全な経営を維持していくうえで、適正な運賃収受は必要不可欠
なものでありますが、多くのトラック運送事業者において荷主企業にご理解いただく
ことが難題となっております。 

  この度、栃木県トラック協会では、専門家（中小企業診断士）を派遣し、荷主企業
との運賃交渉や経営改善等に関するコンサルティング事業を行うことといたしまし
た。 

  下記の内容をご確認いただき、ご希望の場合は必要事項を記入し、FAX（028－658
－6929）により８月 2７日までにお申し込みください。なお、応募者多数の場合に
は抽選とさせていただきますので、予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 
記 

 
 ■事業の概要 
   令和７年９月～令和 7 年 1２月の間に、中小企業診断士が計 3 回各事業者に 

訪問し、下記の内容を中心とした支援を実施。※1 回の訪問は約 2 時間 
   ○適正な原価計算の手法についての指導 ○原価計算結果の確認と実運賃の評価 
   ○従業員の賃上げ及び労働環境改善に向けた助言 ○人材確保に関する助言 
   ○その他事業者ごとの課題解決のための助言 
   訪問日時は、各事業所と担当する中小企業診断士の間で調整のうえ決定します。 
 ■応募条件 
   ○上記に示した 3 ヶ月の期間に 3 回の訪問支援を受けられる事業者 
   ○荷主企業への運賃見直しや労働時間短縮に向けた交渉を行う意欲のある事業者 
   ○従業員の賃上げや労働環境改善に取り組む意欲のある事業者 
   ○専門家が依頼した課題（例：原価計算など）に対しそれらを確実に実行 

できる事業者 
 ■募集事業者数  5 事業者限定 
 ■費用  無料  ※厚労省の「働き方改革推進支援助成金」を活用しています 
 ■お問い合わせ 栃ト協事務局 TEL028-658-2515 担当：福田（直）・近藤（秀） 

切り取らずに FAX してください 
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